
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南城市指定給水装置工事事業者 各位 

南 城 市 上 下 水 道 部 

部 長  中 村  勉          

（  公  印  省  略  ） 

 

南城市指定給水装置工事事業者更新制度について（通知） 

 

 日頃より、南城市水道事業にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、水道法が改正されたことに伴い、2019年より指定更新制度が導入されています。 

 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から５年間となることから、平成 19年 4月 1日から

平成 25 年 3 月 31 日までに初回指定を受け、指定更新を希望する事業者は、有効期間内での指定更新手続

きが必要となりました。（2023年 9月 30日以降より指定給水装置工事事業者証は失効する） 

 南城市では有効期間内の範囲内で更新手続きの時期及び期間を、指定番号ごとに振り分けて設定してお

りますので、期間内での手続きに何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

１ 令和５年度の更新手続き期間について 

更 新 対 象 指 定 番 号 更 新 手 続 き の 期 間 

１４９号 ～ ２２３号 令和５年８月１日から令和５年９月１５日 

※郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。 

２ 申請時に必要な提出書類及び持参するもの 

  （指定様式は南城市ホームページにて取得してください、作成例も掲載しています。） 

 

① 書類提出チェックリスト（指定様式） 

② 指定給水装置工事事業者（新規・更新）申請書（指定様式） 

③ 水道法誓約書（指定様式）※押印必須 

④ 定款及び登記事項証明書（法人）又は 住民票（個人事業） 

※写し提出の場合は提出日より３ヶ月以内の書面・原本と相違ないことを押印などで証明すること 

⑤ 事業所の所在地位置図・事業所の外部・内部写真 

⑥ 機械器具調書（指定様式） ※機械器具一覧写真を添付すること 

⑦ 給水装置工事主任技術者選任届出書（指定様式） ※選任人数上限は１名 

⑧ 給水装置工事主任技術者免状の写し ※選任した１名の免状 

⑨ 南城市指定給水装置工事事業者証の写し（旧証書原本は新証書受取時に返却） 

⑩ 確認調書①（指定様式） 

⑪ 確認調書②（指定様式） 

⑫ 確認調書①及び②に関係する受講証明・技術資格を 

証明する書類の写し 

 

３ 更新に係る手数料                                                

  手数料１３，０００円（南城市給水条例第３１条第４項） 

    

【お問い合わせ】 

〒901-1495 南城市佐敷字新里１８７０ 

南城市役所 水道課 （更新制度係） 

TEL  098-917-5347 FAX 098-917-5434 

Mail suidou@city.nanjo.okinawa.jp 

表 面 



 

南城市指定更新制度のフロー図 （南城市指定事業者第１４９～２２３号対象） 

       

指定給水装置工事事業者 側            南  城  市  側 

    

 更 新 制 度 関 係 書 類  作成 

≪提出書類①～⑫≫ 

① 書類提出チェックリスト 

② 指定給水装置工事事業者申請書 

③ 誓約書（水道法第２５条関係） 

④ 定款及び登記事項証明書（法人） 

住民票（個人事業者のみ） 

⑤ 所在地位置図・事業所の内外写真 

⑥ 給水装置工事主任技術者選任届 

⑦ 給水装置工事主任技術者免状 

⑧ 機械器具調査書 

⑨ 旧指定事業者証の写し 

⑩ 確認調書① 

⑪ 確認調書② 

⑫ 確認調書①及び②の添付証明書 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    書 類 提 出 

≪南城市役所来庁又は郵送≫ 

直接提出 or 郵送提出 

     受  付 

・書類内容の確認・調査・審査 

※提出内容に関して不備がある

場合は再度通知をおこないます。 

 

  事業者証受取・手数料納付 

①  

8 月 1 日～8 月 31 日に書類提出の場合 

 

9 月 11 日～9 月 22 日までに来庁 

                    

②  

9 月 1 日～9 月 15 日に書類提出の場合 

 

９月２５日～９月３０日までに来庁 

   水 道 課 窓 口 来 庁 

・更新申請手数料支払い 

・更新申請手数料 1,3000 円 

・旧指定事業者証原本の返却 

・新指定事業者証書の受取 

更 新 完 了 

 

承 認 後 

承認完了の個別連絡はありません。 

不備があった事業者への連絡は実施します。 

また、書類提出日によって来庁受取期間が異なります

ご了承ください。 

裏 面 


